
評価結果報告書のひな形 

 

 地域評価委員会は評価結果報告書の作成にあたっては、臨床経過について

検討し、医学的評価を行うこととし、以下の内容を盛り込むこととする（法

的評価は行わない）。 

ただし、全体の構成、各項目の表現、順序については地域評価委員会に委

ねる。 

 

１．評価結果報告書の位置づけ・目的 

   ・モデル事業及び評価結果報告書の位置づけ、目的について 

   ・例： 

     当該モデル事業は診療行為に関連した死亡について、適正な死因

究明及び医療の評価結果を提供することで医療の透明性の確保を図

るとともに、同様の事例の再発を防止するための方策を検討し、医

療安全の向上の一助となることが趣旨目的である。 

     この報告は○○について、その原因究明のために設置された地域

評価委員会の調査結果、評価結果を取りまとめるとともに、同様の

事例の再発防止策の提案を行うものである。 

 

２．臨床経過の概要 

   ・臨床評価医による調査結果 

経時的に臨床経過・事案発生後の対応を含めて記載 

       

３．解剖結果の概要と死因 

   ・解剖担当医、臨床立会医によって作成した解剖結果報告書の概要 

   ・死亡の原因について 

      死亡と医療行為との因果関係について 

      素因・既往症と臨床経過、死亡との関連について 

      等 

４．臨床経過に関する医学的評価 

・臨床診断の妥当性 
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